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第 １ 回 臨 時 会 議案第７０号

専決処分の承認について

上記の議案を提出する。

令和５年４月１７日

下関市長 前 田 晋 太 郎

専決処分の承認について

工事委託契約の一部を変更することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年３月３０日下記のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

記

平成２８年６月２４日可決議案第１０４号「工事委託契約締結について」中

「３ 委 託 金 額 １,４６７,８４０,７６６円」を

「３ 委 託 金 額 １,３４７,１０３,０４４円」に変更する。

提案理由

山陽本線幡生構内武久跨線道路橋新設工事に係る委託契約の一部変更につ
こ

いて、専決処分したため。


